
○白井市商業施設等誘致促進条例施行規則  

平成３０年１２月２６日  

規則第３８号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、白井市商業施設等誘致促進条例（平成３０年

条例第３４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の

例による。  

（事業者）  

第３条 条例第２条第６号に規定する規則で定めるものは、次に掲

げる者とする。  

(1) 資本の額又は出資の総額の２分の１以上を所有している親

会社及びその子会社（親会社及び子会社の双方で、又は子会社

が単独で資本の額又は出資の総額の２分の１以上を所有してい

る会社を含む。）が一体として活動している企業集団  

(2) 商業施設等の新設に要する土地、家屋及び償却資産の取得を

共同して行う者及びその者が共同出資により設立した会社が一

体として活動している企業集団  

（指定の申請）  

第４条 条例第５条の規定により指定を受けようとする対象事業者

は、白井市指定事業者指定申請書（別記第１号様式）に次に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款その他これに類す

るもの  

(2) 個人にあっては、住民票の写し又は外国人登録原票記載事項

証明書  

(3) 事業概要書  

(4) 商業施設等に係る建築の検査済証の写し  



(5) 商業施設等の位置図、配置図及び完成図書  

(6) 商業施設等及び対象事業に関連する施設の整備に支出した

事業費に係る契約書の写し及び内訳書  

(7) 指定事業者及び対象事業の区域における土地、家屋及び償却

資産（奨励金交付の算定根拠となるものに限る。）の所有者に

係る課税状況等を調査することに同意する旨の書面  

(8) 奨励金の交付の算定に必要となる償却資産に係る申告書の

写し  

(9) その他市長が必要と認める書類  

２ 前項に規定する申請書は、対象事業のうち主たる施設（以下「主

たる施設」という。）の業務の開始日から起算して２箇月以内に

市長に提出しなければならない。  

（指定の通知）  

第５条 市長は、条例第５条の規定により指定をしたときは、白井

市指定事業者指定通知書（別記第２号様式）により当該対象事業

者に通知するものとする。  

（対象事業の変更の届出）  

第６条 指定事業者は、指定の申請事項に変更が生じたときは、変

更が生じた日から起算して１０日以内に白井市指定事業者変更届

出書（別記第３号様式）を市長に提出しなければならない。  

（業務の廃止等の届出）  

第７条 指定事業者は、主たる施設の業務を廃止し、又は休止した

ときは、その事実が発生した日から起算して１０日以内に業務（廃

止・休止）届出書（別記第４号様式）を市長に提出しなければな

らない。  

（奨励金の交付の申請）  

第８条 条例第６条第１項の規定により交付の決定を受けようとす

る指定事業者は、白井市商業施設等立地奨励金交付申請書（別記

第５号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。  



(1) 指定事業者に係る市税、使用料その他公課を完納しているこ

とを証するもの  

(2) その他市長が必要と認める書類  

２ 前項に規定する申請書は、条例第８条に規定する奨励金の交付

の時期における各年度の５月末日までに市長に提出しなければな

らない。  

（奨励金の交付の決定）  

第９条 市長は、条例第６条第１項の規定により奨励金の交付を決

定したときは、白井市商業施設等立地奨励金交付決定通知書（別

記第６号様式）により当該指定事業者に通知するものとする。  

（奨励金の交付請求）  

第１０条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた指定事業

者は、当該奨励金の交付を請求しようとするときは、当該決定を

受けた日から起算して１箇月以内に白井市商業施設等立地奨励金

交付請求書（別記第７号様式）を市長に提出しなければならない。  

（指定事業者の取消し）  

第１１条 市長は、条例第９条の規定により指定を取り消したとき

は、白井市指定事業者指定取消通知書（別記第８号様式）により

当該指定事業者に通知するものとする。  

（奨励金の返還命令）  

第１２条 市長は、条例第９条の規定により奨励金の返還を命ずる

ときは、白井市商業施設等立地奨励金返還命令書（別記第９号様

式）により通知するものとする。  

（地位の承継の届出）  

第１３条 条例第１０条第２項の規定による届出は、白井市指定事

業者地位承継届出書（別記第１０号様式）によるものとする。  

２ 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

(1) 地位の承継の事実を証する書類  

(2) その他市長が必要と認める書類  

（身分の証明）  



第１４条 条例第１１条第２項の規定による立入検査をする職員の

身分を示す証明書は、立入検査員証（別記第１１号様式）とする。  

附 則  

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第４条第１項関係）  

第２号様式（第５条関係）  

第３号様式（第６条関係）  

第４号様式（第７条関係）  

第５号様式（第８条第１項関係）  

第６号様式（第９条関係）  

第７号様式（第１０条関係）  

第８号様式（第１１条関係）  

第９号様式（第１２条関係）  

第１０号様式（第１３条第１項関係）  

第１１号様式（第１４条関係）  

 


